
ご契約者の皆さまへ 

関東自動車共済協同組合 

 

 

 

拝啓 日頃より関東自動車共済協同組合をお引き立ていただき誠にありがとうございます。 

このたび、当組合では、ご契約期間の初日が平成 27 年 10 月 1 日以降のご契約を対象とした制度改定

を実施いたします。 

主な改定内容を以下にご案内いたしますので、ご確認のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

１．ロードアシスタンス特約の新設１．ロードアシスタンス特約の新設１．ロードアシスタンス特約の新設１．ロードアシスタンス特約の新設    

無料ロードサービスを廃止し、ロードアシスタンス特約を新設します。 

また、ロードアシスタンス特約では対応できない、燃料切れ時の給油サービスや積雪・凍結路面のスタッ

ク時引出しサービスを無料サービスとして提供します。 

ロードアシスタンス特約は、自家用８車種（下表の対象車種参照）に自動付帯となります。 

○ 改定前の無料ロードサービスと改定後のロードアシスタンス特約・無料サービスの比較 

    改定前改定前改定前改定前    改定後改定後改定後改定後    

対象車種対象車種対象車種対象車種    

自家用小型・普通乗用車、自家用軽四

輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用

軽四輪貨物車、自家用普通貨物車

（0.5t 以下）、キャンピング車 

自家用小型・普通乗用車、自家用軽四輪乗用車、

自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家

用普通貨物車（0.5t 以下）、自家用普通貨物車

（0.5t 超 2t 以下）、キャンピング車 

応急処置応急処置応急処置応急処置    30 分程度の応急処置 ロ
ー

ド
ア

シ
ス

 

タ
ン

ス
特

約
 

30 分程度の応急処置（15 万円限度） 

レッカーけん引レッカーけん引レッカーけん引レッカーけん引    10km まで無料 

ご契約者が指定する修理工場まで 
（現場作業（応急処置を含みます。）＋レッカーけん

引・搬送費用の合計 15 万円限度） 

※ただし、消耗品・部品代等はご利用者の負担とな

ります。 

燃料切れ時給油燃料切れ時給油燃料切れ時給油燃料切れ時給油

サービスサービスサービスサービス    

対象 

（ただし、燃料代は有料） 

無
料

サ
ー

ビ
ス

 

共済期間中 1 回、最大 10ℓ無料提供 
（レギュラー、ハイオクまたは軽油に限ります。） 

※ご自宅での燃料切れは対象外です。 

※ガソリン、軽油を燃料としない電気自動車などの

場合は、充電または燃料補給が可能な場所まで

30km を限度にけん引のみ行います。 

スタック時引き出スタック時引き出スタック時引き出スタック時引き出

しサービスしサービスしサービスしサービス    

積雪、凍結路面でのスタック救援 
（ただし、雪道用スタッドレスタイヤまたは雪道用

タイヤチェーンを装着している場合に限ります。） 

積雪、凍結路面でのスタック救援 
（ただし、雪道用スタッドレスタイヤまたは雪道用タ

イヤチェーンを装着している場合に限ります。） 

※ＪＡＦ会員の方は、燃料切れ時給油サービスを共済期間中に２回ご提供します。また、応急処置の消耗品・部品代を共済期間

中に１回7,000円を限度にサービスします。（ロードアシスタンス専用デスクへのご連絡とＪＡＦ会員証の提示が必要になります。） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊        ロードアシスタンス専用デスクロードアシスタンス専用デスクロードアシスタンス専用デスクロードアシスタンス専用デスク                    ０１２０－８０－６３２４０１２０－８０－６３２４０１２０－８０－６３２４０１２０－８０－６３２４        ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊     

２２２２．．．．代車費用代車費用代車費用代車費用特約の特約の特約の特約の改定改定改定改定    

①「事故・故障時代車費用特約」の新設 

「代車費用特約（実損払）」を廃止し、「事故・故障時代車費用特約」を新設します。車両共済金のお支払

い対象となる場合または事故や故障でレッカーけん引された場合に代車費用を補償します。 

※制度改定前の「代車費用特約（実損払）」を付帯されているご契約は、平成 27 年 10 月 1 日以降の満

期更改の際に、新制度の「事故・故障時代車費用特約」を付帯してご案内させていただきます。 

 

 
 
 
②「ロードアシスタンス代車費用特約」の新設 

事故や故障でレッカーけん引された場合に代車費用を補償する「ロードアシスタンス代車費用特約」を新

設します。車両共済のご契約がなくても付帯できます。 
 

 

 

●ご契約のお車が自家用８車種かつ車両共済のご契約がある場合に、任意で付帯できます。 

●代車費用の日額が 5,000 円・7,000 円・10,000 円・15,000 円・20,000 円・30,000 円のいずれかの金額で設定できます。 

（ただし、ご契約のお車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車の場合は、5,000 円、7,000 円のいずれかとなります。） 

●ご契約のお車が自家用８車種かつロードアシスタンス特約が付帯されている契約に、任意で付帯できます。 

●代車費用の日額が 5,000 円・7,000 円・10,000 円・15,000 円・20,000 円・30,000 円のいずれかの金額で設定できます。 

（ただし、ご契約のお車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車の場合は、5,000 円、7,000 円のいずれかとなります。） 



３３３３．．．．ロードアシスタンス宿泊移動費用特約の新設ロードアシスタンス宿泊移動費用特約の新設ロードアシスタンス宿泊移動費用特約の新設ロードアシスタンス宿泊移動費用特約の新設    

「事故付随費用特約」を廃止し、「ロードアシスタンス宿泊移動費用特約」を新設します。事故や故障でご

契約のお車が自走不能になり、レッカーけん引された場合に、宿泊費用（１名あたり１万円限度）または

移動費用（１名あたり２万円限度（注））を補償します。「事故付随費用特約」は、車両共済をご契約いただ

かないと付帯できませんでしたが、「ロードアシスタンス宿泊移動費用特約」は、ロードアシスタンス特約

が付帯されていれば車両共済のご契約がなくても付帯できます。 

※制度改定前の「事故付随費用特約」を付帯されているご契約は、平成 27 年 10 月 1 日以降の満期更改

の際に、新制度の「ロードアシスタンス宿泊移動費用特約」を付帯してご案内させていただきます。 

（注）タクシーまたはレンタカーをご利用の場合は、その１台が２万円限度となります。 

 
 

４４４４．．．．その他の改定その他の改定その他の改定その他の改定    

●車両無過失事故に関する特則の新設 

ご契約のお車と相手自動車との衝突・接触事故により車両共済金を支払う場合で、相手自動車および運転

者または所有者が確認でき、ご契約のお車側に過失がないとき（信号待ちで停車中に追突された場合や相

手自動車のセンターラインオーバーによる事故など）、更新後の契約に適用される等級および事故有係数適

用による割引増率の決定並びに免責増額方式における事故回数のカウントを「ノーカウント事故」として

取り扱います。 

●反社会的勢力の排除条項の新設 

普通共済約款の＜重大事由による解除＞条項に、反社会的勢力の排除条項を新設します。 

●被共済自動車の盗難に関する代車費用特約の廃止 

盗難時の代車費用については、「事故・故障時代車費用特約」で補償されることから廃止します。 

●人身傷害条項における臨時費用担保の廃止 

人身傷害条項の臨時費用（死亡 15 万円、3 日以上入院 3 万円）を廃止します。 

●搭乗者傷害条項における「座席ベルト装着者特別共済金」の廃止 

平成 20 年の道路交通法改正により、原則として全席においてシートベルトの着用が義務付けられたこと

から、本規定の役割は終了したものと判断し、廃止します。 

●全損時・修理時諸費用特約における修理時諸費用担保の廃止と全損時諸費用担保の共済金限度額の改定 

修理時諸費用担保は廃止とし、全損時諸費用担保の共済金限度額を 40 万円から 20 万円に改定します。 

５５５５．．．．共済掛金の改定共済掛金の改定共済掛金の改定共済掛金の改定    

掛金水準の見直しを行い、共済掛金の一部を改定します。ロードアシスタンス特約、車両無過失事故に関

する特則の新設、その他の特約の改定等および等級進行による割引増率の変動などを考慮した平均水準と

しましては、前年適用掛金の約 0.8％の引き上げとなる見込みですが、ご契約条件、適用割引増率、車種

等によって、引き上げまたは引き下げ率は異なりますのでご了承ください。 
 

６６６６．．．．新車割引の改定新車割引の改定新車割引の改定新車割引の改定    

新車割引の割引率を以下のとおり改定します。 

 
対人賠償 対物賠償 人身傷害 搭乗者傷害 車両共済 

改定前 改定後改定後改定後改定後    改定前 改定後改定後改定後改定後    改定前 改定後改定後改定後改定後    改定前 改定後改定後改定後改定後    改定前 改定後改定後改定後改定後    

自家用普通乗用車 

自家用小型乗用車 
9％ 10101010％％％％    9％ 10101010％％％％    9％ 10101010％％％％    9％ 10101010％％％％    6％ 6666％％％％    

自家用軽四輪乗用車 8％ 3333％％％％    － 2222％％％％    20％ 17171717％％％％    20％ 17171717％％％％    － 1111％％％％    

 

※このご案内は、主な制度改定の概要を説明したものです。詳しくは、普通共済約款および特約条項をご覧ください。 

 

 

 ●ご契約のお車が自家用８車種かつロードアシスタンス特約が付帯されている契約に、任意で付帯できます。 

平成 27 年 8 月作成 

●東 京 本 部 

●神 奈 川 県 支 部 

●千 葉 県 支 部 

●埼 玉 県 支 部 

●静 岡 県 支 部 

●山 梨 県 支 部 

●栃 木 県 支 部 

●茨 城 県 支 部 

●群 馬 県 支 部 

●長 野 県 支 部 

●新 潟 県 支 部 

●神奈川県火災共済支部 

●千葉県火災共済支部 

●静岡県火災共済支部 

●長野県共済支部 

 

東京都中央区日本橋堀留町 1-1-11 

横浜市港北区新横浜 3-18-20 ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏｰｸｽ新横浜 3Ｆ 

千葉市中央区富士見 2-22-2 千葉中央駅前ビル 6Ｆ 

さいたま市大宮区宮町 1-24 大宮ＧＳビル 2Ｆ 

静岡市葵区本通 6-1-10 静岡県プロパン会館 6Ｆ 

甲府市飯田 4-4-2 

宇都宮市大通り 3-1-17 大津屋ビル 5Ｆ 

水戸市桜川 2-2-35 茨城県火災共済（協）内 

前橋市石倉町 4-9-10 ぐんま共済（協）内 

長野市中御所岡田 131-10 長野県中小企業会館 2Ｆ 

新潟市中央区川岸町 1-47-1 新潟県火災共済（協）内 

横浜市中区北仲通 3-33 神奈川県火災共済（協）内 

千葉市中央区富士見 2-22-2 千葉県火災共済（協）内 

静岡市葵区追手町 44-1 静岡県火災共済（協）内 

長野市中御所岡田 131-10 長野県福祉共済（協）内 

03-3661-8833 

045-474-2700 
043-224-5222 

048-641-8204 

054-254-2668 

055-237-8331 

028-639-2441 

029-226-5191 

027-254-3425 

026-228-5460 

025-267-9536 

045-201-2727 

043-221-8831 

054-254-9161 

026-269-0885 

□お問い合わせは･･･ 


